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光市告示第１７７号 

   光においでよ！住まいる補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、若年層を中心とした定住を促進し、持続可能な都市づく

りを推進することを目的とした光においでよ！住まいる補助金（以下「補助

金」という。）を交付するとともに、報償品を贈呈することに関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (１) 名義人 申請日において、不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）

に基づき登記記録の権利部（甲区）に、現に所有者又は共有者として記録

されている者をいう。 

 (２) 定住 本市の住民として永住の意思を持って居住し、３年以上継続し

て住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく本市の住民基本台

帳に記録され、かつ、生活の本拠が住所地にあることをいう。 

 (３) 新築 新たに家屋を建築することをいう。 

 (４) 建売家屋 販売を目的に新築された家屋で、居住の用に供したことの

ないもの（分譲マンションを含む。）をいう。 

 (５) 取得家屋 自己の居住の用に供する新築された家屋（併用住宅にあっ

ては、居住部分が延べ面積の２分の１以上有するものに限る。）をいう。た



だし、一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするもの並

びに市が別に指定する市有地を購入し、新築した家屋を除く。 

 (６) 市内業者 市内に所在地を置く本店、支店、営業所等の名義で契約を

締結することができる法人又は個人事業者をいう。 

 (７) 子 次のいずれにも該当する者をいう。 

  ア 取得家屋の名義人となった日の属する年度の３月３１日において、１

５歳以下の者であって、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請

者」という。）と同居し、かつ、その者に養育されるもの 

  イ 住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録され、申請者との

続柄が子の者 

 （補助等対象者要件） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当する個人とする。 

 (１) 定住を目的として、令和７年１０月１０日以後に市内の建売家屋及び

取得家屋（以下単に「取得家屋」という。）の名義人となった者であって、

申請日において当該取得家屋の名義人となった日から起算して１年を経過

していないもの、かつ、転入日から３年を経過していないもの。 

 (２) 前号の取得家屋の名義人となった日において、申請者又は同居の配偶

者が５０歳以下である者。ただし、子がいる場合を除く。 

２ 第１項に該当する者は、補助金の申請時において、次に掲げる全ての要件

を満たさなければならない。 

 (１) 世帯全員が、過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。 

 (２) 世帯全員が、補助の申請をする取得家屋以外に取得家屋を所有してい

ないこと。 

 (３) 世帯全員が、本市市税を滞納していないこと。 

 (４) 世帯全員が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号の暴力団員でないこと。 



３ 第１項第１号の場合において、当該取得家屋の所有権を共有しているとき

は、当該所有権の持分の割合が最も大きい者を補助対象者とし、持分の割合

が等しい場合にあっては、所有権を有する者のいずれか１人を補助対象者と

するものとする。 

４ 報償の対象となる者は、補助対象者のうち取得家屋の場所が光市立地適正

化計画における居住促進重点区域又は居住促進区域であると市が認めたもの

とする。 

 （補助金の額及び報償品の相当額） 

第４条 補助金の額は、３０万円とする。 

２ 補助対象者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項に定める額

に、それぞれ当該各号に定める額を加算するものとする。 

 (１) 市内業者と契約して新築した場合（建売家屋を除く。） ２０万円 

 (２) 子がある場合であって、当該子が１人のときは１０万円、２人のとき

は３０万円、３人以上のときは６０万円 

３ 前条第４項の場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額に相当する報償品を贈呈するものとする。 

 (１) 光市立地適正化計画における居住促進重点区域 ３万円 

 (２) 光市立地適正化計画における居住促進区域 ２万円 

 （補助金の交付申請） 

第５条 申請者は、光においでよ！住まいる補助金交付申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

 (１) 取得家屋の登記事項証明書の写し 

 (２) 取得家屋の建築等に係る規模及び費用が確認できる書類 

 (３) 続柄の記載がある世帯全員の住民票 

 (４) 世帯全員の取得家屋の所有状況が確認できる書類 

 (５) 世帯全員の市税完納証明書 



 (６) 定住誓約書兼同意書（様式第２号） 

 (７) 暴力団員に該当しない旨の誓約書兼同意書（様式第３号） 

 (８) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、取得家屋の所有権を共有している場合は、他の共有者が記入し

た光においでよ！住まいる補助金共有名義者承諾書（様式第４号）を市長に

提出しなければならない。 

３ 申請者は、市内業者と契約して新築した場合の加算を申請するときは、取

得家屋の工事請負契約書の写し及び市内業者であることを証する書類（法人

の場合は登記事項証明書の写し、個人事業者の場合は代表者の住民票の写し

とする。）を市長に提出しなければならない。ただし、補助金を申請した日の

属する年度に光市の建設工事入札参加資格の認定を受けている市内業者につ

いては、市内業者であることを証する書類の提出を免除するものとする。 

４ 第１項の規定による申請は、取得家屋の名義人となった日から起算して１

年以内に行わなければならない。 

 （補助金等の交付決定） 

第６条 市長は、申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、予

算の範囲内で補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をするとき及

び報償品の贈呈をするときは光においでよ！住まいる補助金交付決定通知書

（様式第５号）により、不交付を決定するときは光においでよ！住まいる補

助金不交付決定通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものと

する。 

 （補助金等の交付） 

第７条 交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、光におい

でよ！住まいる補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金及び報償

品（以下「補助金等」という。）を交付又は贈呈（以下単に「交付」という。）



するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 虚偽又は不正により補助金等の交付を受けたとき。 

 (２) 補助金等の交付を受けた日から起算して３年以内に市外に転居したと

き。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助金等を交付することが適当で

ないと認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、光においでよ！

住まいる補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により当該交付決定者に

通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交

付した補助金があるときは、光においでよ！住まいる補助金返還請求書（様

式第９号）により当該交付決定者に補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 市長は、前項の規定により返還を命じた場合において、当該交付決定者に

やむを得ない特別の事由があると認めるときは、補助金の返還を免除するこ

とができる。 

 （その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、

別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年１０月１０日から施行する。 


